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本
稿
で
は
︑
智
顗
撰
述
の
懺
法
︑
す
な
わ
ち
中
国
仏
教
に
お
い
て
比
較
的
早
い
時
期
に
儀
式
次
第
化
し
た
懺
法
が
後
代
成
立
の
懺
法
に
及
ぼ
し
た

影
響
に
つ
い
て
考
察
す
べ
く
︑
そ
の
一
端
と
し
て
﹁
方
等
懺
法
﹂
順
於
涅
槃
の
十
種
心
と
︑
唐
代
成
立
と
さ
れ
る
﹃
慈
悲
水
懺
法
﹄
に
説
か
れ
る
七

種
心
を
取
り
上
げ
︑
以
下
に
比
較
検
討
を
行
い
た
い
︒ 

中
国
に
仏
教
が
移
入
し
︑
六
朝
時
代
に
は
皇
帝
・
士
大
夫
達
に
因
果
応
報
・
三
世
輪
廻
の
道
理
が
受
容
さ
れ
︑
六
道
よ
り
解
脱
し
よ
う
と
す
る
た

め
の
懺
悔
文
が
多
く
作
製
さ
れ
た
︒
そ
れ
ら
懺
悔
文
を
懺
法
と
し
て
形
式
を
整
え
成
立
さ
せ
た
の
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
天
台
智
顗
︵
五

三
八
︱
五
九
七
︶
で
あ
り
︑﹃
法
華
三
昧
懺
儀
﹄
や
﹃
国
清
百
録
﹄
に
収
録
さ
れ
る
﹁
請
観
世
音
懺
法
﹂︑﹁
金
光
明
懺
法
﹂︑﹁
方
等
懺
法
﹂
等
が
作

ら
れ
た
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
ら
懺
法
類
の
成
立
は
︑
唐
代
に
は
﹃
法
華
三
昧
補
助
儀
﹄︑
浄
土
教
の
﹃
往
生
礼
讃
﹄
や
﹃
法
事
讃
﹄
な
ど
の
礼
讃
儀
が

撰
述
さ
れ
︑﹃
集
諸
経
礼
懺
儀
﹄︵
七
三
〇
年
頃
成
立
︶
の
編
纂
へ
と
繋
が
る
⼀

︒ 

﹁
方
等
懺
法
﹂
順
於
涅
槃
の
十
種
心
と 

は
じ
め
に 

﹃
慈
悲
水
懺
法
﹄
七
種
心 
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﹁
入
行
の
始
め
は
月
の
二
日
三

で
︑
人
数
は
十
人
以
内
と
規
定
さ
れ
る
︒
地
に
香
泥
を
塗
り
︑
円
壇
を
設
け
︑
採
画
で
荘
厳
し
︑
浄
土
の
如
く
す
る
︒

焼
香
し
︑
散
華
し
︑
五
色
の
蓋
幡
を
懸
け
︑
二
十
四
体
の
仏
像
を
勧
請
し
︑
百
味
の
食
を
設
け
︑
一
日
三
回
洗
浴
し
新
衣
を
着
し
︑
香
炉
を
執
っ
て

礼
拝
し
︑
胡
跪
し
て
︑
運
念
せ
よ
と
い
う
︒
つ
づ
い
て
三
宝
︑
宝
王
仏
︑
摩
訶
袒
持
陀
羅
尼
方
等
父
母
︑
十
法
王
子
︑
華
聚
︑
雷
音
等
の
菩
薩
︑
舎

利
弗
等
一
切
の
声
聞
縁
覚
︑
梵
釈
十
二
夢
王
を
奉
請
し
︑
そ
の
後
︑
歎
仏
・
礼
拝
・
披
陳
懺
悔
を
す
る
︒
次
い
で
発
願
し
︑
円
壇
を
百
二
十
匝
し
な

が
ら
誦
を
百
二
十
回
唱
え
︑
更
に
披
陳
懺
悔
し
︑
発
願
し
た
後
︑
一
実
相
を
観
ず
る
︒
こ
の
観
想
思
惟
が
終
わ
る
と
再
び
仏
を
礼
拝
し
︑
円
壇
を
百

二
十
匝
し
な
が
ら
誦
を
唱
え
︑
自
ら
罪
咎
を
述
べ
︑
坐
し
て
思
惟
す
る
︒﹂ 

逆
順
心
第
四
で
は
︑
順
於
生
死
の
十
種
心
︵
生
死
に
順
ず
る
十
種
心
︶
を
挙
げ
︑
そ
れ
ら
を
対
治
す
る
順
於
涅
槃
の
十
種
心
︵
涅
槃
に
順
ず
る
十

種
心
︶
を
挙
げ
る
︒ 

﹁
方
等
懺
法
﹂
は
北
涼
・
法
衆
訳
﹃
大
方
等
陀
羅
尼
経
﹄
に
も
と
づ
く
行
法
で
あ
り
︑﹃
摩
訶
止
観
﹄
の
四
種
三
昧
の
う
ち
半
行
半
坐
三
昧
の
一
つ

に
﹁
方
等
三
昧
﹂
が
位
置
付
け
ら
れ
る
︒ 

﹁
方
等
懺
法
﹂
は
︑
勧
修
第
一
︑
方
便
第
二
︑
方
法
第
三
︑
逆
順
心
第
四
︑
表
法
第
五
の
五
段
で
構
成
さ
れ
る
︒ 

表
法
第
五
で
は
︑
方
法
第
三
で
説
い
た
行
法
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
教
理
的
な
説
明
を
付
す
︒ 

勧
修
第
一
で
は
︑﹃
大
方
等
陀
羅
尼
経
﹄
を
引
用
し
な
が
ら
︑﹃
経
﹄
と
こ
の
懺
法
の
功
徳
を
示
す
︒ 

方
法
第
三
で
は
︑
具
体
的
な
行
法
に
つ
い
て
説
く
︒
掻
い
摘
ん
で
記
せ
ば
以
下
の
よ
う
で
あ
る
︒ 

方
便
第
二
で
は
︑
十
二
夢
王
へ
帰
依
す
る
こ
と
や
︑
道
場
の
営
立
に
つ
い
て
示
す
︒ 

以
上
が
﹁
方
等
懺
法
﹂
の
概
略
で
あ
る
︒
さ
て
︑
そ
の
四
番
目
の
逆
順
心
に
︑
タ
イ
ト
ル
に
も
あ
る
順
於
涅
槃
の
十
種
心
︵
涅
槃
に
順
ず
る
十
種

以
上
が
一
連
の
行
法
で
あ
り
︑
こ
れ
を
七
日
間
続
け
る
と
い
う
︒ 

こ
こ
で
は
︑﹃
国
清
百
録
﹄
所
収
の
﹁
方
等
懺
法
﹂
に
つ
い
て
以
下
に
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
⼆

︒ 

 

﹁
方
等
懺
法
﹂
と
そ
の
順
於
涅
槃
の
十
種
心 
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﹃
慈
悲
水
懺
法
﹄
は
諸
仏
諸
菩
薩
へ
の
帰
命
を
な
し
て
︑
六
道
に
輪
廻
す
る
こ
と
を
恐
れ
︑
煩
悩
・
業
・
報
の
三
障
の
順
序
に
従
っ
て
懺
悔
発
願

す
る
も
の
で
あ
る
六

︒
こ
の
懺
悔
文
は
三
十
巻
本
﹃
仏
名
経
﹄
に
記
さ
れ
る
懺
悔
文
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
こ
と
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
七

︒
三
十
巻

本
﹃
仏
名
経
﹄
で
は
巻
一
か
ら
巻
十
五
ま
で
と
︑
巻
十
六
か
ら
巻
三
十
ま
で
︑
同
一
の
懺
悔
文
が
繰
り
返
さ
れ
る
︒
ま
た
現
存
し
な
い
十
六
巻
本
﹃
仏

名
経
﹄
に
つ
い
て
も
︑
開
元
録
︑
貞
元
録
の
記
述
や
敦
煌
写
本
な
ど
に
よ
り
︑
同
一
の
懺
悔
文
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
︒
こ
の
こ

と
よ
り
﹃
慈
悲
水
懺
法
﹄
と
い
う
表
題
は
無
か
っ
た
も
の
の
︑
そ
の
中
核
を
構
成
す
る
懺
悔
文
は
︑
開
元
録
︵
七
三
〇
︶
以
前
に
定
型
化
し
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
︒ 

心
︶
が
説
か
れ
る
の
で
あ
る
が
︑
そ
れ
に
先
立
ち
順
於
生
死
の
十
種
心
が
説
か
れ
る
四

︒
そ
の
上
で
﹁
既
に
無
明
の
始
終
を
識
る
︒
今
︑
懺
悔
し
て

修
善
し
改
悪
せ
ん
と
欲
さ
ば
︑
須
ら
く
生
死
に
違
い
涅
槃
に
順
ず
べ
し
︒
十
種
の
心
を
運
ら
し
て
以
て
対
治
を
為
せ
﹂
と
い
い
順
於
涅
槃
の
十
種
心

を
挙
げ
る
︒
そ
の
十
種
心
と
は
︑
一
︑
正
信
因
果
︒
二
︑
当
慚
愧
︒
三
︑
怖
畏
無
常
︒
四
︑
発
露
懺
悔
罪
即
消
滅
︒
五
︑
断
相
続
心
︒
六
︑
発
菩
提

心
︒
七
︑
修
功
補
過
︒
八
︑
守
護
正
念
︒
九
︑
念
十
方
仏
︒
十
︑
観
罪
性
空
で
あ
る
五

︒
懺
悔
し
て
善
を
修
し
悪
を
改
め
よ
う
と
す
る
者
は
こ
の
十

心
を
運
ら
せ
て
︑
生
死
に
順
ず
る
こ
と
を
対
治
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
説
か
れ
る
︒ 

﹃
慈
悲
水
懺
法
﹄
と
そ
の
七
種
心 
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﹃
慈
悲
水
懺
法
﹄
に
は
﹁
御
製
水
懺
序
﹂
と
﹁
慈
悲
道
場
水
懺
序
﹂
の
二
つ
の
序
文
が
付
さ
れ
︑
後
者
に
は
本
書
成
立
の
由
縁
が
記
さ
れ
る
︒
そ

の
内
容
は
︑
唐
代
懿
宗
︵
在
位
八
五
七
︱
八
七
三
︶
の
朝
に
悟
達
国
師
知
玄
︵
八
〇
九
︱
八
八
一
︶
が
居
り
︑
あ
る
病
僧
の
看
病
を
し
た
と
こ
ろ
︑

後
に
身
に
災
難
が
あ
れ
ば
西
蜀
彭
州
の
茶
隴
山
の
二
本
松
に
行
く
よ
う
に
教
え
ら
れ
る
︒
そ
の
後
知
玄
は
出
世
し
︑
懿
宗
の
帰
依
を
受
け
て
い
た
が
︑

膝
に
人
面
瘡
を
患
っ
た
︒
い
か
な
る
名
医
も
こ
れ
を
治
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
︑
そ
こ
で
知
玄
は
昔
日
の
病
僧
の
予
言
を
思
い
出
し
︑
二
本

の
松
を
目
標
に
山
へ
向
か
う
と
︑そ
こ
に
は
崇
楼
高
殿
が
あ
り
︑巌
下
の
泉
の
水
を
人
面
瘡
に
灌
ご
う
と
し
た
︒そ
の
と
き
人
面
瘡
が
話
し
出
し
た
︒

言
う
に
は
︑
知
玄
は
﹃
西
漢
書
﹄
に
出
る
袁
盎
⼋

で
︑
人
面
瘡
は
袁
盎
に
殺
さ
れ
た
晁
錯
九

で
あ
り
︑
ず
っ
と
報
復
を
狙
っ
て
い
た
が
十
世
に
わ
た



  

と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
︒ 

り
高
僧
で
あ
っ
た
た
め
機
会
が
無
か
っ
た
︒
今
世
︑
皇
帝
か
ら
の
寵
遇
に
奢
っ
た
と
き
︑
知
玄
の
膝
に
人
面
瘡
と
な
っ
て
出
現
し
た
と
い
う
︒
知
玄

は
泉
の
水
で
瘡
を
洗
う
と
︑
そ
の
痛
み
の
あ
ま
り
気
絶
し
た
が
︑
目
が
覚
め
る
と
瘡
は
消
え
て
お
り
︑
こ
の
地
に
堂
を
建
て
︑
自
ら
懺
法
を
作
成
し
︑

朝
夕
礼
誦
し
て
天
下
に
広
め
た
と
い
う
⼀
〇

︒ 

先
の
﹁
方
等
懺
法
﹂
順
於
涅
槃
の
十
種
心
と
そ
の
名
称
を
見
比
べ
た
だ
け
で
も
一
致
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
が
判
る
が
︑
以
下
に
そ
の
一
々
を
取

り
上
げ
比
べ
て
い
こ
う
︒ 

第
一
は
慚
愧
で
あ
る
︒
釈
迦
は
か
つ
て
︑
我
と
同
じ
凡
夫
で
あ
っ
た
が
︑
成
道
し
て
既
に
ひ
さ
し
い
︒
故
に
︑
我
は
六
塵
に
染
ま
り
生
死
を
輪
転

し
て
い
る
こ
と
を
慚
愧
せ
よ
と
い
う
︒ 

﹃
慈
悲
水
懺
法
﹄
七
種
心
の
第
一
は
慚
愧
で
あ
る
︒ 

さ
て
﹃
慈
悲
水
懺
法
﹄
で
は
︑
三
障
︵
煩
悩
・
業
・
果
報
︶
を
除
滅
す
る
た
め
に
七
種
心
を
興
す
べ
し
と
説
か
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑ 

一
方
︑﹁
方
等
懺
法
﹂
順
於
涅
槃
の
十
種
心
の
第
二
で
は
︑ 

第
一
に
慚
愧
と
は
︑
自
ら
惟
え
ら
く
︑
我
︑
釈
迦
如
来
と
︑
同
じ
く
凡
夫
為
り
て
︑
今
︑
世
尊
成
道
し
て
よ
り
以
来
︑
已
に
爾
の
所
を
経
る
こ

と
︑
塵
沙
劫
数
な
り
︒
而
る
に
我
等
相
い
与
も
に
六
塵
に
耽
染
し
︑
生
死
を
輪
転
し
︑
永
く
出
期
無
し
︒
此
れ
実
に
︑
天
下
に
慚
ず
べ
く
︑
愧

ず
べ
く
︑
羞
ず
べ
く
︑
恥
ず
べ
し
⼀
⼆

︒ 

三
障
を
滅
せ
ん
と
欲
さ
ば
︑
当
に
何
等
の
心
を
用
い
︑
此
の
障
を
し
て
滅
除
せ
し
む
べ
け
ん
︒
先
ず
︑
当
に
七
種
心
を
興
し
︑
以
て
方
便
と
為

す
べ
し
︒
然
る
後
︑
此
の
障
︑
乃
ち
滅
す
る
を
得
べ
し
︒
何
等
を
七
と
為
す
︒
一
に
慚
愧
︒
二
に
恐
怖
︒
三
に
厭
離
︒
四
に
発
菩
提
心
︒
五
に

怨
親
平
等
︒
六
に
念
報
仏
恩
︒
七
に
観
罪
性
空
な
り
⼀
⼀

︒ 

﹁
方
等
懺
法
﹂
順
於
涅
槃
の
十
種
心
と
﹃
慈
悲
水
懺
法
﹄
七
種
心
の
比
較 
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と
あ
る
よ
う
に
︑
命
は
山
水
や
仮
借
の
よ
う
に
無
常
で
あ
り
︑︹
死
し
て
︺
息
が
戻
ら
な
け
れ
ば
業
に
し
た
が
い
流
転
す
︒
故
に
無
常
を
観
じ
︑
常

住
を
保
っ
て
悪
道
を
畏
れ
な
い
こ
と
を
翻
破
せ
よ
と
説
か
れ
る
︒
こ
こ
に
堕
悪
道
の
恐
れ
の
観
念
に
つ
い
て
の
記
述
が
︑
両
者
共
に
確
認
で
き
る
の

で
あ
る
︒ 

と
い
う
︒
身
口
意
の
三
業
は
常
に
罪
相
で
あ
り
︑
そ
の
因
縁
に
よ
っ
て
︑
三
悪
道
に
堕
ち
無
量
の
苦
を
受
け
る
こ
と
を
恐
れ
よ
と
い
う
︒
す
な
わ
ち
︑

こ
こ
で
の
恐
怖
と
は
三
悪
道
に
堕
ち
る
こ
と
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
︒﹁
方
等
懺
法
﹂
順
於
涅
槃
の
十
種
心
に
は
︑
堕
三
悪
道
に
対
す
る
恐
れ
の
念

を
直
接
的
に
説
く
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
が
︑
十
種
心
の
第
三
の
記
述
に
は
︑ 

と
あ
る
よ
う
に
︑
慚
愧
は
出
世
間
の
白
法
で
あ
り
︑
こ
の
白
法
に
よ
っ
て
無
慚
の
黒
法
を
翻
破
す
る
こ
と
が
説
か
れ
る
︒ 

未
だ
解
脱
出
来
て
い
な
い
自
身
を
慚
愧
す
る
こ
と
と
︑
自
己
の
罪
業
を
慚
愧
す
る
こ
と
と
の
差
異
は
あ
る
も
の
の
︑
自
分
自
身
や
︑
あ
る
い
は
自

身
の
業
を
慚
愧
す
る
こ
と
が
両
者
と
も
に
説
か
れ
る
︒ 

つ
づ
い
て
﹃
慈
悲
水
懺
法
﹄
七
種
心
の
第
三
は
厭
離
で
あ
る
︒ 

つ
づ
く
﹃
慈
悲
水
懺
法
﹄
七
種
心
の
第
二
は
恐
怖
で
あ
る
︒ 

二
に
︑
当
に
我
が
此
の
罪
は
人
の
流
︵
た
ぐ
い
︶
に
預
か
ら
ず
と
慚
愧
し
︑
我
が
此
の
罪
は
天
の
護
り
を
蒙
ら
ざ
る
を
慚
愧
す
べ
し
︒
慚
愧
し

悔
過
す
︒
是
を
白
法
と
為
す
︒
亦
た
是
れ
三
乗
の
行
︑
出
世
の
白
法
な
り
︒
是
れ
を
慚
愧
し
無
慚
の
黒
法
を
翻
破
す
と
為
す
⼀
三

︒ 
三
に
無
常
を
怖
畏
す
︒
命
は
山
水
の
如
く
︑
亦
た
仮
借
の
如
し
︒
一
息
︑
還
ら
ず
ん
ば
業
に
随
い
て
流
転
し
︑
冥
冥
と
し
て
独
り
往
く
︒
誰
か

是
非
を
訪
︵
と
︶
わ
ん
︒
唯
だ
福
善
を
憑
︵
た
の
︶
み
て
険
の
資
糧
と
な
す
︒
泡
沫
と
競
い
て
︑
食
息
に
暇
無
か
る
べ
し
︒
是
を
無
常
を
観
じ

て
︑
常
を
保
ち
悪
道
を
恐
れ
ざ
る
こ
と
を
翻
破
す
と
為
す
⼀
五

︒ 

二
に
恐
怖
と
は
︑
既
に
し
て
︑
是
れ
凡
夫
の
身
口
意
の
業
︑
常
に
罪
相
と
応
ず
︒
是
の
因
縁
を
以
て
︑
命
終
の
後
︑
応
に
地
獄
︑
畜
生
︑
餓
鬼

に
堕
し
︑
無
量
の
苦
を
受
く
べ
し
︒
此
の
如
き
︑
実
に
驚
く
べ
く
︑
恐
る
べ
く
︑
怖
る
べ
く
︑
懼
る
べ
し
と
為
す
⼀
四

︒ 
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と
い
う
︒﹃
涅
槃
経
﹄
を
引
用
し
な
が
ら
自
身
の
体
は
三
十
六
物
な
ど
の
不
浄
物
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
し
︑
そ
の
よ
う
な
身
体
を
も
含
め
生
死

を
厭
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
︒ 

こ
の
よ
う
な
生
死
を
厭
う
記
述
に
つ
い
て
は
﹁
方
等
懺
法
﹂
順
於
涅
槃
の
十
種
心
中
に
直
接
的
に
は
見
当
た
ら
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
先
に
挙

げ
た
十
種
心
の
第
三
の
記
述
に
は
﹁
無
常
を
畏
怖
す
﹂
と
あ
り
︑
生
死
の
中
の
無
常
を
観
ず
る
こ
と
と
対
応
し
よ
う
︒ 

す
な
わ
ち
︑
仏
身
獲
得
の
た
め
に
は
菩
提
心
を
発
し
︑
一
切
智
を
求
め
︑
身
・
命
・
財
を
惜
し
む
こ
と
な
く
仏
国
土
を
浄
め
︑
衆
生
を
成
就
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
説
く
︒ 

つ
ぎ
に
﹃
慈
悲
水
懺
法
﹄
七
種
心
の
第
四
は
発
菩
提
心
が
説
か
れ
る
︒ 

一
方
︑﹁
方
等
懺
法
﹂
順
於
涅
槃
の
十
種
心
の
第
六
で
は
︑ 

第
三
に
厭
離
と
は
︑
相
い
与
に
︑
常
に
生
死
の
中
を
観
ず
る
に
︑
唯
だ
無
常
︑
苦
︑
空
︑
無
我
有
り
︑
不
浄
虚
仮
な
る
こ
と
︑
水
上
の
泡
の
如

し
︒
速
や
か
に
起
こ
り
︑
速
や
か
に
滅
す
︒
往
来
流
転
す
る
こ
と
︑
猶
お
車
輪
の
如
し
︒
生
老
病
死
八
苦
︑
交
も
煎
り
︑
時
と
し
て
暫
く
も
息

︵
や
︶
む
無
し
︒
衆
等
︑
相
い
与
に
︑
但
だ
自
身
を
観
ぜ
よ
︒
頭
よ
り
足
に
至
る
ま
で
︑
其
の
中
︑
但
だ
三
十
六
物
︑
髪
毛
爪
歯
︑
眵
涙
涕
唾
︑

垢
汁
二
便
︑
皮
膚
血
肉
︑
筋
脈
骨
髄
︑
肪
膏
脳
膜
︑
脾
腎
心
肺
︑
肝
膽
腸
胃
︑
赤
白
痰
癊
︑
生
熟
二
蔵
あ
り
︒
是
の
如
き
︑
九
孔
よ
り
常
に
流

る
︒
是
の
故
に
経
に
言
く
︑﹁
此
の
身
︑
衆
苦
の
集
ま
る
所
︑
一
切
皆
な
是
れ
不
浄
な
り
︒
何
ぞ
智
慧
有
る
者
に
し
て
︑
当
に
此
の
身
生
死
を

楽
う
べ
け
ん
⼀
六

﹂
と
︒
既
に
し
て
此
の
如
き
種
々
の
悪
法
有
り
︒
甚
だ
患
厭
す
べ
し
⼀
七

︒ 

第
四
に
発
菩
提
心
と
は
︑
経
に
言
く
︑﹁
当
に
仏
身
を
楽
う
べ
し
と
︒
仏
身
と
は
︑
即
ち
法
身
な
り
︒
無
量
功
徳
智
慧
よ
り
生
じ
︑
六
波
羅
蜜

よ
り
生
じ
︑
慈
悲
喜
捨
よ
り
生
じ
︑
三
十
七
助
菩
提
法
よ
り
生
ず
︒
是
の
如
き
等
種
々
功
徳
智
慧
よ
り
如
来
身
を
生
ず
⼀
⼋

﹂
と
︒
此
の
身
を
得

ん
と
欲
せ
ば
︑
当
に
菩
提
心
を
発
し
︑
一
切
種
智
︑
常
楽
我
浄
薩
婆
若
果
を
求
め
︑
仏
国
土
を
浄
め
︑
衆
生
を
成
就
す
べ
し
︒
身
命
財
に
於
い

て
悋
惜
す
る
所
無
か
れ
⼀
九

︒ 

六
に
は
菩
提
心
を
発
し
て
普
く
一
切
の
楽
を
与
う
︒
願
わ
く
は
一
切
の
苦
を
救
わ
ん
︒
橫
竪
に
周
遍
し
︑
遍
悪
の
心
を
翻
破
す
⼆
〇

︒ 
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と
あ
る
よ
う
に
︑
発
菩
提
心
し
て
一
切
衆
生
の
抜
苦
与
楽
を
願
う
の
で
あ
り
︑
遍
悪
⼆
⼀

の
心
を
翻
破
す
る
こ
と
が
説
か
れ
る
の
で
あ
る 

と
あ
る
︒
発
菩
提
心
は
﹁
広
く
兼
済
を
起
こ
し
︑
虚
空
界
に
遍
く
し
て
他
を
利
益
す
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
こ
れ
は
﹁
起
慈
悲
心
﹂
に
他
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
︒﹁
方
等
懺
法
﹂
の
順
於
涅
槃
の
十
種
心
が
﹃
摩
訶
止
観
﹄
逆
流
十
心
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
以
上
︑

先
に
挙
げ
た
﹁
方
等
懺
法
﹂
順
於
涅
槃
の
十
種
心
の
第
六
の
発
菩
提
心
は
起
慈
悲
心
に
相
応
す
る
と
い
え
よ
う
︒ 

と
あ
る
よ
う
に
︑
怨
親
平
等
と
は
一
切
衆
生
に
平
等
に
慈
悲
心
を
起
こ
す
こ
と
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
起
慈
悲
心
に
他
な
ら
な
い
︒
ま
た
︑
怨
と
親
︑

つ
ま
り
自
分
を
害
す
る
も
の
と
愛
す
る
も
の
と
に
分
別
す
る
こ
と
は
執
着
を
起
こ
す
こ
と
に
な
り
︑
そ
の
因
縁
に
よ
っ
て
煩
悩
を
生
じ
︑
諸
の
悪
業

を
作
し
︑
苦
果
を
得
る
こ
と
に
な
る
と
説
く
︒ 

一
方
﹁
方
等
懺
法
﹂
に
は
︑
直
接
﹁
怨
親
平
等
﹂
に
相
当
す
る
箇
所
が
見
ら
れ
な
い
︒
し
か
し
﹁
方
等
懺
法
﹂
順
於
涅
槃
の
十
種
心
の
基
と
な
っ

た
﹃
摩
訶
止
観
﹄
巻
第
四
上
に
説
か
れ
る
逆
流
十
心
の
菩
提
心
の
箇
所
に
は
︑ 

つ
ぎ
に
﹃
慈
悲
水
懺
法
﹄
七
種
心
の
第
六
は
念
報
仏
恩
が
説
か
れ
る
︒ 

つ
づ
く
﹃
慈
悲
水
懺
法
﹄
七
種
心
の
第
五
で
は
怨
親
平
等
が
説
か
れ
る
︒ 

第
五
に
怨
親
平
等
と
は
︑
一
切
衆
生
に
於
い
て
︑
慈
悲
心
を
起
こ
し
︑
彼
我
の
相
無
か
れ
︒
何
を
以
て
の
故
に
爾
る
︒
若
し
怨
を
見
て
︑
親
に

異
な
る
は
︑
即
ち
是
れ
分
別
な
り
︒
分
別
を
以
て
の
故
に
︑
諸
の
相
著
を
起
こ
し
︑
相
著
の
因
縁
︑
諸
の
煩
悩
を
生
じ
︑
煩
悩
の
因
縁
︑
諸
悪

業
を
造
り
︑
悪
業
の
因
縁
の
故
に
︑
苦
果
を
得
⼆
⼆

︒ 

第
六
に
念
報
仏
恩
と
は
︑
如
来
は
往
昔
の
無
量
劫
中
に
頭
目
髄
脳
︑
支
節
手
足
︑
国
城
妻
子
︑
象
馬
七
珍
を
捨
て
︑
我
等
が
為
の
故
に
︑
諸
の

苦
行
を
修
す
︒
此
の
恩
︑
此
の
徳
︑
実
に
酬
報
し
難
し
︒
是
の
故
に
経
に
言
く
︑﹁
若
し
は
以
て
頂
戴
し
︑
両
肩
に
苛
負
し
て
︑
恒
沙
劫
に
於

六
に
菩
提
心
を
発
す
と
は
︑
昔
し
自
ら
安
ん
じ
て
人
を
危
う
く
し
︑
遍
く
一
切
の
境
を
悩
ま
す
︒
今
︑
広
く
兼
済
を
起
こ
し
虚
空
界
に
遍
く
し

て
他
を
利
益
す
︒
此
を
用
て
一
切
の
処
に
遍
く
し
て
悪
を
起
こ
す
の
心
を
翻
破
す
⼆
三

︒ 
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と
あ
り
︑
観
罪
性
空
が
説
か
れ
る
︒
こ
こ
で
は
罪
や
福
に
は
実
体
は
無
く
﹁
罪
﹂
や
﹁
福
﹂
と
い
う
名
字
の
み
が
あ
る
だ
け
に
す
ぎ
ず
︑
そ
の
名
字

も
空
で
あ
る
と
説
明
が
な
さ
れ
る
︒ 

如
来
の
恩
徳
に
報
う
こ
と
は
甚
だ
難
い
が
︑
も
し
報
い
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
勇
猛
に
精
進
し
︑
身
命
を
惜
し
ま
ず
苦
を
忍
ん
で
︑
三
宝
を
建
立
し

て
︑
大
乗
の
教
え
を
弘
通
し
て
衆
生
を
教
化
せ
よ
と
い
う
︒
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
﹁
方
等
懺
法
﹂
順
於
涅
槃
の
十
種
心
中
に
相
応
す
る
文
章
が
見

ら
れ
な
い
︒ 

罪
は
因
縁
よ
り
生
じ
る
の
で
無
自
性
な
る
こ
と
を
観
ず
る
の
で
あ
り
︑
因
縁
よ
り
生
じ
た
罪
は
因
縁
に
よ
り
滅
す
べ
き
と
し
て
こ
の
懺
法
を
行
う

こ
と
を
述
べ
る
の
で
あ
る
︒ 

﹁
方
等
懺
法
﹂
順
於
涅
槃
の
十
種
心
の
第
十
の
記
述
に
も 

両
者
共
に
︑
罪
は
無
自
性
︑
空
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
た
上
で
懺
悔
す
る
こ
と
が
説
か
れ
る
の
で
あ
る
︒ 

最
後
に
︑﹃
慈
悲
水
懺
法
﹄
七
種
心
の
第
七
は
観
罪
性
空
で
あ
る
︒ 

い
て
す
る
も
︑
亦
た
報
ず
る
こ
と
能
わ
ず
⼆
四

﹂
と
︒
我
等
是
の
如
き
恩
に
報
ぜ
ん
と
欲
せ
ば
︑
当
に
此
の
世
に
於
い
て
︑
勇
猛
に
精
進
し
︑
労

を
捍
︵
ふ
せ
︶
ぎ
苦
を
忍
び
︑
身
命
を
惜
し
ま
ず
︒
三
宝
を
建
立
し
︑
大
乗
を
弘
通
し
︑
広
く
衆
生
を
化
し
︑
同
じ
く
正
覚
を
入
ら
ん
⼆
五

︒ 
十
に
は
︑
罪
性
は
空
な
る
を
観
ず
︒
罪
は
心
よ
り
生
ず
︒
心
︑
若
し
得
べ
く
ん
ば
︑
罪
︑
無
な
る
べ
か
ら
ず
︒
我
が
心
は
自
ず
か
ら
空
な
り
︒

罪
は
云
何
が
有
ら
ん
︒
罪
も
福
も
主
無
し
︒
内
に
非
ず
外
に
非
ず
︑
亦
た
中
間
に
無
く
︑
常
に
自
ず
か
ら
有
ら
ず
︒
但
だ
名
字
の
み
有
り
︒
名

字
の
心
︑
名
づ
け
て
罪
福
と
為
す
︒
名
字
即
ち
空
︑
源
に
還
り
本
に
返
る
に
畢
竟
し
て
清
浄
な
り
︒
是
れ
を
︑
罪
性
は
空
な
る
を
観
じ
︑
無
明

顛
倒
の
執
著
を
翻
破
す
と
為
す
⼆
⼋

︒ 

第
七
に
観
罪
性
空
と
は
︑
罪
に
自
性
無
く
︑
因
縁
よ
り
生
ず
︒
顛
倒
し
て
有
り
︒
既
に
し
て
因
縁
よ
り
生
ぜ
ば
︑
則
ち
因
縁
よ
り
し
て
滅
す
べ

し
︒
因
縁
よ
り
し
て
生
ず
と
は
︑
悪
友
に
狎
︵
な
︶
れ
近
づ
き
︑
無
端
を
造
作
す
る
な
り
︒
因
縁
よ
り
し
て
滅
す
と
は
︑
即
ち
是
れ
今
日
の
洗

心
懺
悔
な
り
︒
是
の
故
に
経
に
言
く
︑﹁
此
の
罪
性
内
に
在
ら
ず
︑
外
に
在
ら
ず
︑
中
間
に
在
ら
ず
⼆
六

﹂
と
⼆
七

︒ 
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ま
と
め 

 

上
来
︑﹃
慈
悲
水
懺
法
﹄
の
七
種
心
と
﹁
方
等
懺
法
﹂
の
順
於
涅
槃
の
十
種
心
に
つ
い
て
比
較
検
討
し
て
き
た
が
︑﹃
慈
悲
水
懺
法
﹄
の
七
種
心
の

う
ち
三
つ
が
直
接
的
に
﹁
方
等
懺
法
﹂
の
十
種
心
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
判
っ
た
︒
そ
れ
ら
は
︑ 

・
慚
愧
に
つ
い
て
︵﹃
慈
悲
水
懺
法
﹄
七
種
心
の
第
一
と
﹁
方
等
懺
法
﹂
十
種
心
の
第
二
︶ 

・
発
菩
提
心
に
つ
い
て
︵﹃
慈
悲
水
懺
法
﹄
七
種
心
の
第
四
と
﹁
方
等
懺
法
﹂
十
種
心
の
第
六
︶ 

・
観
罪
性
空
に
つ
い
て
︵﹃
慈
悲
水
懺
法
﹄
七
種
心
の
第
七
と
﹁
方
等
懺
法
﹂
十
種
心
の
第
十
︶ 

で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
直
接
的
に
は
説
か
れ
な
い
が
堕
三
悪
道
に
対
す
る
恐
れ
の
観
念
や
︑
生
死
の
中
の
無
常
を
観
じ
る
こ
と
︑
あ
る
い
は
発

菩
提
心
が
そ
の
ま
ま
起
慈
悲
心
で
あ
る
こ
と
は
﹁
方
等
懺
法
﹂
順
於
涅
槃
の
十
種
心
中
の
文
章
に
相
応
す
る
箇
所
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る 

以
上
か
ら
す
る
と
﹃
慈
悲
水
懺
法
﹄
の
七
種
心
が
作
ら
れ
た
背
景
に
は
︑
天
台
懺
法
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
⼆
九

︒ 

  
 

⼀ 

 
例
え
ば
︑
善
導
﹃
往
生
礼
讃
﹄
の
中
夜
礼
讃
で
は
五
悔
︵
懺
悔
・
勧
請
・
随
喜
・
廻
向
・
発
願
︶
の
形
式
が
見
ら
れ
る
︵﹃
大
正
﹄
四
七
巻
︑
四
四
二
頁
下
︱
四
四
三
頁

上
︶︒
ま
た
智
昇
﹃
集
諸
経
礼
讃
議
﹄
に
は
︑﹃
法
華
三
昧
懺
儀
﹄
や
﹁
敬
礼
法
﹂︵﹃
国
清
百
録
﹄
所
収
︶
と
ほ
ぼ
同
じ
儀
式
次
第
︵
敬
礼
三
宝
・
梵
唄
・
歎
仏
・
礼
仏
・

五
悔
︶
が
見
ら
れ
る
︵﹃
大
正
﹄
四
七
巻
︑
四
五
七
頁
中
︱
四
五
八
頁
上
︶︒ 

⼆ 

 
智
顗
説
︑
灌
頂
録
﹃
方
等
三
昧
行
法
﹄︵﹃
大
正
﹄
四
六
巻
︑
九
四
三
頁
上
︶
な
る
書
が
現
存
す
る
が
﹁
第
五
修
行
分
﹂
以
下
は
何
も
説
か
れ
て
お
ら
ず
︑
そ
の
全
容
を

知
る
こ
と
は
出
来
な
い
︒ 

三 

池
田
魯
参
﹃
国
清
百
録
の
研
究
﹄
一
九
〇
頁
︵
大
蔵
出
版
︑
一
九
八
二
年
︶
に
よ
れ
ば
︑
八
日
と
十
五
日
の
二
日
で
あ
る
と
い
う
︒ 

 
四  

﹁
違
於
涅
槃
︒
順
於
生
死
︒
略
為
十
︒
一
無
明
醉
惑
︒
觸
境
生
著
︒
二
内
心
既
醉
︒
外
為
惡
友
所
迷
︒
耽
惑
非
法
惡
心
轉
熾
︒
三
内
外
縁
具
︒
自
破
己
善
亦
破
他
善
︒
於

諸
善
事
無
隨
喜
心
︒
四
既
不
修
善
唯
惡
是
從
︒
縱
恣
三
業
無
惡
不
作
︒
五
所
造
惡
事
雖
復
未
廣
︒
而
惡
心
遍
布
︒
欲
奪
一
切
樂
與
一
切
苦
︒
六
惡
念
相
續
晝
夜
不
斷
︒
心



 97 

                                        
 

純
念
惡
︒
初
無
暫
停
︒
七
隱
覆
瑕
疵
諱
藏
罪
過
︒
内
懷
姦
詐
外
現
賢
善
︒
八
邪
健
保
常
增
上
作
罪
︒
不
畏
惡
道
︒
九
魯
扈
羝
突
無
慚
愧
心
︒
了
不
羞
恥
︒
十
撥
無
因
果
不

信
善
惡
︒
斷
諸
善
法
作
一
闡
提
︒
如
是
十
心
無
明
為
本
︒
增
加
添
足
極
至
闡
提
︒
順
入
生
死
從
闇
入
闇
︒
織
作
結
業
無
解
脱
期
︒
是
為
生
死
違
順
也
︒﹂︵﹃
大
正
﹄
四
六
巻
︑

七
九
七
頁
下
︶︒ 

五  

﹃
大
正
﹄
四
六
巻
︑
七
九
七
頁
下
︱
七
九
八
頁
上
︒
な
お
﹃
摩
訶
止
観
﹄
に
は
﹁
順
流
十
心
﹂
と
﹁
逆
流
十
心
﹂
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ
︵﹃
大
正
﹄
四
六
巻
︑
三
九

頁
下
︱
四
〇
頁
中
︶︑﹃
天
台
小
止
観
﹄
に
は
﹁
須
具
十
法
助
成
其
懺
﹂
と
あ
り
十
法
を
列
挙
す
る
︵﹃
大
正
﹄
四
六
巻
︑
四
六
二
頁
下
︱
四
六
三
頁
上
︶︒ 

六  

﹃
慈
悲
水
懺
法
﹄
の
梗
概
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
﹁
慈
悲
の
儀
礼
︱
﹃
慈
悲
水
懺
法
﹄
に
つ
い
て
︱
﹂︵
日
本
佛
教
学
会
年
報
七
十
二
号
︑
二
〇
〇
六
年
︶
参
照
︒ 

七  

﹃
仏
名
経
﹄
と
﹃
慈
悲
水
懺
法
﹄
の
関
係
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
と
し
て
︑
井
ノ
口
泰
淳
﹁
敦
煌
本
﹁
仏
名
経
﹂
の
諸
系
統
﹂︵
東
方
学
報
第
三
十
五
冊
︑
一
九
六
四
年
︶︑

塩
入
良
道
﹁
中
国
仏
教
に
お
け
る
仏
名
経
の
性
格
と
そ
の
源
流
﹂︵
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
四
十
二
︑
一
九
六
六
年
︶
が
あ
る
︒﹃
慈
悲
水
懺
法
﹄
の
懺
悔
文
が
︑
開
元
録

以
前
に
定
型
化
し
て
い
た
と
す
れ
ば
︑
知
玄
と
の
間
に
年
代
的
な
矛
盾
が
生
じ
る
が
︑
井
ノ
口
氏
は
﹃
仏
名
経
﹄
よ
り
懺
悔
文
を
抄
出
し
た
の
が
知
玄
で
あ
る
と
し
て
い

る
︒ 

⼋ 

 
袁
盎
︵
？
︱
前
一
四
八
︶
前
漢
王
朝
の
臣
︒ 

九 

 
晁
錯
︵
？
︱
前
一
五
四
︶
前
漢
王
朝
の
宰
相
︒ 

⼀
〇 

﹃
大
正
﹄
四
五
巻
︑
九
六
八
頁
中
︱
下
︒ 

⼀
⼀ 

﹁
欲
滅
三
障
者
︒
當
用
何
等
心
︒
可
令
此
障
滅
除
︒
先
當
興
七
種
心
以
為
方
便
︒
然
後
此
障
乃
可
得
滅
︒
何
等
為
七
︒
一
者
慚
愧
︒
二
者
恐
怖
︒
三
者
厭
離
︒
四
者
發

菩
提
心
︒
五
者
怨
親
平
等
︒
六
者
念
報
佛
恩
︒
七
者
觀
罪
性
空
︒﹂︵﹃
大
正
﹄
四
五
巻
︑
九
六
九
頁
上
︱
中
︶︒ 

⼀
⼆ 

﹁
第
一
慚
愧
者
︒
自
惟
︒
我
與
釋
迦
如
來
︒
同
為
凡
夫
︒
而
今
世
尊
成
道
以
來
︒
已
經
爾
所
塵
沙
劫
數
︒
而
我
等
相
與
耽
︒
染
六
塵
輪
轉
生
死
永
無
出
期
︒
此
實
天
下

可
慚
可
愧
可
羞
可
恥
︒﹂︵﹃
大
正
﹄
四
五
巻
︑
九
六
九
頁
中
︶︒ 

⼀
三 

﹁
二
當
慚
愧
︒
我
此
罪
不
預
人
流
︒
慚
愧
我
此
罪
不
蒙
天
護
︒
慚
愧
悔
過
︒
是
為
白
法
︒
亦
是
三
乘
行
出
世
白
法
︒
是
為
慚
愧
翻
破
無
慚
黑
法
也
︒﹂︵﹃
大
正
﹄
四
六
巻
︑

七
九
七
頁
下
︶︒ 

⼀
四 

﹁
第
二
恐
怖
者
︒
既
是
凡
夫
身
口
意
業
常
與
罪
相
應
︒
以
是
因
縁
命
終
之
後
︒
應
墮
地
獄
畜
生
餓
鬼
受
無
量
苦
︒
如
此
實
為
可
驚
可
恐
可
怖
可
懼
︒﹂︵﹃
大
正
﹄
四
五
巻
︑

九
六
九
頁
中
︶︒ 

⼀
五 

﹁
三
怖
畏
無
常
︒
命
如
山
水
︒
亦
如
假
借
︒
一
息
不
還
隨
業
流
轉
︒
冥
冥
獨
往
︒
誰
訪
是
非
︒
唯
憑
福
善
為
險
資
糧
︒
當
競
泡
沫
食
息
無
暇
︒
是
為
觀
於
無
常
︒
翻
破

常
不
畏
惡
道
︒﹂︵﹃
大
正
﹄
四
五
巻
︑
七
九
七
頁
下
︶︒ 

保
⼀
六  

南
本
﹃
涅
槃
経
﹄︵﹃
大
正
﹄
一
二
巻
︑
六
七
五
頁
中
︶︒ 

⼀
七 

﹁
第
三
厭
離
者
︒
相
與
常
觀
生
死
之
中
︒
唯
有
無
常
苦
空
無
我
︒
不
淨
虚
假
如
水
上
泡
︒
速
起
速
滅
︒
往
來
流
轉
猶
如
車
輪
︒
生
老
病
死
八
苦
交
煎
︒
無
時
暫
息
︒
衆
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等
相
與
但
觀
自
身
︒
從
頭
至
足
︒
其
中
但
有
三
十
六
物
︒
髮
毛
爪
齒
眵
涙
涕
唾
垢
汗
二
便
皮
膚
血
肉
筋
脈
骨
髓
肪
膏
腦
膜
脾
腎
心
肺
肝
膽
腸
胃
赤
白
痰
癊
生
熟
二
藏
︒
如

是
九
孔
常
流
︒
是
故
經
言
︒
此
身
衆
苦
所
集
︒
一
切
皆
是
不
淨
︒
何
有
智
慧
者
而
當
樂
此
身
生
死
︒
既
有
如
此
種
種
惡
法
︒
甚
可
患
厭
︒﹂︵﹃
大
正
﹄
四
五
巻
︑
九
六
九
頁

中
︶︒ 

⼀
⼋ 

﹃
維
摩
経
﹄︵﹃
大
正
﹄
一
四
巻
︑
五
三
九
頁
中
︱
下
︶︒ 

⼀
九 

﹁
第
四
發
菩
提
心
者
︒
經
言
︒
當
樂
佛
身
︒
佛
身
者
︒
即
法
身
也
從
無
量
功
德
智
慧
生
︒
從
六
波
羅
蜜
生
︒
從
慈
悲
喜
捨
生
︒
從
三
十
七
助
菩
提
法
生
︒
從
如
是
等
種

種
功
德
智
慧
生
如
來
身
︒
欲
得
此
身
者
︒
當
發
菩
提
心
求
一
切
種
智
︒
常
樂
我
淨
薩
婆
若
果
︒
淨
佛
國
土
成
就
衆
生
︒
於
身
命
財
無
所
悋
惜
︒﹂︵﹃
大
正
﹄
四
五
巻
︑
九
六

九
頁
中
︶︒ 

⼆
〇 

﹁
六
發
菩
提
心
普
與
一
切
樂
︒
願
救
一
切
苦
︒
橫
竪
周
遍
︒
翻
破
遍
惡
心
也
︒
︵﹃
大
正
﹄
四
六
巻
︑
七
九
八
頁
上
︶︒ 

﹂

⼆
⼀  

遍
悪
 
の
さ
ば
る
悪
︵
池
田
魯
参
﹃
国
清
百
録
の
研
究
﹄
一
九
三
頁
参
照
︶︒ 

⼆
⼆ 

﹁
第
五
怨
親
平
等
者
︒
於
一
切
衆
生
︒
起
慈
悲
心
無
彼
我
相
︒
何
以
故
爾
︒
若
見
怨
異
於
親
即
是
分
別
︒
以
分
別
故
起
諸
相
著
︒
相
著
因
縁
生
諸
煩
惱
︒
煩
惱
因
縁
造

諸
惡
業
︒
惡
業
因
縁
故
得
苦
果
︒﹂︵﹃
大
正
﹄
四
五
巻
︑
九
六
九
頁
中
︶︒ 

⼆
三 

﹁
六
發
菩
提
心
者
︒
昔
自
安
危
人
遍
惱
一
切
境
︒
今
廣
起
兼
濟
遍
虚
空
界
︒
利
益
於
他
︒
用
此
翻
破
遍
一
切
處
起
惡
心
也
︒﹂︵﹃
大
正
﹄
四
六
巻
︑
四
〇
頁
中
︶ 

⼆
四 

﹃
妙
法
蓮
華
経
﹄︵﹃
大
正
﹄
九
巻
︑
一
八
頁
下
︱
一
九
頁
上
︶︒ 

⼆
五 

﹁
第
六
念
報
佛
恩
者
︒
如
來
往
昔
無
量
劫
中
︒
捨
頭
目
髓
腦
支
節
手
足
︒
國
城
妻
子
象
馬
七
珍
︒
為
我
等
故
修
諸
苦
行
︒
此
恩
此
德
實
難
酬
報
︒
是
故
經
言
︒
若
以
頂

戴
兩
肩
荷
負
︒
於
恒
沙
劫
亦
不
能
報
︒
我
等
欲
報
如
是
恩
者
︒
當
於
此
世
勇
猛
精
進
︒
捍
勞
忍
苦
不
惜
身
命
︒
建
立
三
寶
弘
通
大
乘
︒
廣
化
衆
生
同
入
正
覺
︒﹂︵﹃
大
正
﹄

四
五
巻
︑
九
六
九
頁
中
︱
下
︶︒ 

⼆
六 

﹃
維
摩
経
﹄︵﹃
大
正
﹄
一
四
巻
︑
五
四
一
頁
中
︶︒ 

⼆
七 

﹁
第
七
觀
罪
性
空
者
罪
無
自
性
從
因
縁
生
︒
顛
倒
而
有
︒
既
從
因
縁
而
生
︒
則
可
從
因
縁
而
滅
︒
從
因
縁
而
生
者
︒
狎
近
惡
友
造
作
無
端
︒
從
因
縁
而
滅
者
︒
即
是
今

日
洗
心
懺
悔
︒
是
故
經
言
︒
此
罪
性
不
在
内
︒
不
在
外
︒
不
在
中
間
︒﹂︵﹃
大
正
﹄
四
五
巻
︑
九
六
九
頁
下
︶︒ 

⼆
⼋ 

﹁
十
者
觀
罪
性
空
罪
從
心
生
︒
心
若
可
得
罪
不
可
無
︒
我
心
自
空
罪
云
何
有
︒
罪
福
無
主
非
内
非
外
亦
無
中
間
︒
不
常
自
有
但
有
名
字
︒
名
字
之
心
名
為
罪
福
︒
名
字

即
空
還
源
返
本
畢
竟
清
淨
︒
是
為
觀
罪
性
空
翻
破
無
明
顛
倒
執
著
︒﹂︵﹃
大
正
﹄
四
六
巻
︑
七
九
八
頁
上
︶︒ 

⼆
九  

し
か
し
な
が
ら
︑
清
代
成
立
の
﹃
慈
悲
水
懺
法
﹄
の
注
釈
書
で
あ
る
智
證
﹃
慈
悲
道
場
水
懺
法
随
聞
録
﹄
に
は
﹁
此
七
種
心
︒
即
諸
聖
教
人
所
作
之
方
便
︒
阿
毗
達
磨

云
︒
有
七
種
懺
法
︒﹂︵
新
纂
﹃
続
蔵
﹄
七
四
巻
︑
六
七
〇
頁
下
︶
と
あ
り
︑
同
じ
く
西
宗
﹃
慈
悲
道
場
水
懺
法
科
註
﹄
に
は
﹁
阿
毗
達
磨
︒
原
有
七
種
懺
法
︒﹂︵
新
纂
﹃
続

蔵
﹄
七
四
巻
︑
七
三
八
頁
下
︶
と
あ
り
︑
い
ず
れ
も
﹃
慈
悲
水
懺
法
﹄
七
種
心
は
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
七
種
懺
法
に
よ
る
と
い
う
︒
こ
の
検
討
に
つ
い
て
は
他
日
に
期
し
た
い
︒ 


